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一般会計予算決算常任委員会 

民生福祉分科会審査日程 
 

日時 令和６年５月１７日（金）  

本会議終了後        

場所 第２委員会室        

 

～審査内容～ 

１ 承認第２号 令和６年度山陽小野田市一般会計補正予算（第１回）に関す 

る専決処分について 

 

審査番号① 福祉部 

(1) 歳出（特定財源を含む）に係る説明 

 ○ 3-1-10 社会福祉課（歳入 15-2-1） 

(2）歳出（特定財源を含む）に係る質疑 

 

 

※ 歳出の説明をするときに特定財源がある場合は、歳入のページを示し、歳入

についても説明をお願いします。 
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物価高騰対策低所得者支援・定額減税補足給付金給付事業 
 
 
１ 国の動向 
 本事業は国において、政府与党政策懇談会（令和５年 10 月 26 日）における

総理指示及び「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和５年 11 月２日閣

議決定）を踏まえ、物価高に最も切実に苦しんでおられる低所得者への支援と

して、低所得者支援及び定額減税を補足する給付として、定額減税の実施と併

せて以下の①～④の給付を「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活

用し実施するもの。本市においても実施する。 

① R6 非課税化給付 
（R5 非課税給付又は R5 均等割のみ課税給付の対象となった世帯を除く。） 

② R6 均等割のみ課税化給付 
（R5 非課税給付又は R5 均等割のみ課税給付の対象となった世帯を除く。） 

③ R6 こども加算（①②の上乗せ給付） 

④ R6 調整給付（定額減税補足給付金） 

 
■①〜③給付スケジュール 

 
■④給付スケジュール 
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２ 専決処分をする理由 
 本事業は物価高騰の影響を受けた生活者等に支援の効果が直接的に及ぶ事業

であるため、国において早期給付を求めている（令和６年４月１日内閣府地方

創生推進室事務連絡）。新たに住民税非課税等となる世帯への給付や、定額減税

しきれないと見込まれる方への調整給付は、令和６年の住民税情報や入手可能

な課税情報をもとに、できる限り早期（夏頃を想定）に給付を開始することを

目指し、迅速な支給につなげるよう依頼があった。 

 支給対象者の抽出、対象者へ発送する文書の印刷及び封入封緘に係る作業期

間、給付金事務を行うための改修等（給付システム開発等）を踏まえると、速

やかに予算措置を行う必要があるため。 

 
３ 事業内容 
① 物価⾼騰対策住⺠税非課税世帯⽀援給付⾦ 
【対象者】基準日（令和 6 年 6 月 3 日）に山陽小野田市の住民基本台帳に記載

されている者で、世帯全員の令和 6 年度分の住民税均等割が非課税である世帯。 

※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。 

※R5 非課税給付又は R5 均等割のみ課税給付の対象となった世帯を除く。 

【支給額】 １世帯当たり１０万円 

 
② 物価⾼騰対策住⺠税均等割のみ課税世帯⽀援給付⾦ 
【対象者】基準日（令和 6 年 6 月 3 日）に山陽小野田市の住民基本台帳に記載

されている者で、世帯全員の令和 6 年度分の住民税所得割が課税されず、うち

少なくとも一人が個人住民税均等割のみ課税に該当する世帯。 

※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。 

※R5 非課税給付又は R5 均等割のみ課税給付の対象となった世帯を除く。 

【支給額】 １世帯当たり１０万円 

 
③ 物価⾼騰対策⼦育て世帯⽀援給付⾦ 
【対象者】 住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の給付対象者（世帯主） 

【加算対象となる児童の範囲】①②対象者と基準日において同一世帯となって

いる児童（１８歳に達する日以降最初の３月３１日までの児童） 

【支給額】 児童１人当たり５万円 

 

④ 物価⾼騰対策調整給付⾦（定額減税補⾜給付⾦） 
【対象者】 実施主体の決定日は個人住民税の賦課期日である令和６年１月１

日。事務処理基準日は令和 6 年 6 月 3 日。納税義務者及び配偶者を含めた扶養

親族（国外居住者を除く。）に基づき算定される定額減税可能額が、令和６年に

入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の令和６年分推計所得税額又

は令和６年度分個人住民税所得割額を上回る者に対し、当該上回る額の合算額

を基礎として１万円単位で切り上げて算定した額を給付する。 

【支給額】 上記上回る額の合算額を基礎として１万円単位で切り上げて算定 
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４ 支給方法①〜④ 

課税情報を元に抽出した対象者に、案内チラシと確認書を送付。返送された

確認書により指定銀行口座へ振り込む。 

 

 

５ 歳出（概算） 
 3 款 民生費 ６３８，３２８千円  ※財源は全額国庫負担 

①  事業費  55,000 千円（見込支給世帯数 550 世帯）、事務費 4,280 千円 

②  事業費  60,000 千円（見込支給世帯数 600 世帯）、事務費 1,170 千円 

③  事業費  20,000 千円（見込支給世帯数 200 世帯）、事務費  938 千円 

④  事業費 484,830 千円（見込支給人数 12,000 人）、事務費 12,110 千円 
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